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福祉教育常任委員会 

 

令和３年１１月２６日（金曜日）午前１０時５３分開会 

 

出席委員（９名） 

委 員 長 森 本 彰 伸  副 委 員 長 星 野 健 二  

委 員 三本木 直 人  委 員 林   美 幸  

委 員 小 島 耕 一  委 員 佐 藤 一 則  

委 員 大 野 恭 男  委 員 齋 藤 寿 一  

委 員 金 子 哲 也    

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

出席議会事務局職員 

書 記 伊  藤  奨  理     

 

議事日程 

１． 開 会 

２． 報告事項 

    ⑴狩野公民館多目的ホール地域再生計画に係る令和２年度事業の検証について 

    ⑵陳情第４号 新型コロナウイルス対策に関する見直しを求める陳情書 

  ３．協議事項 

    ⑴１２月定例会議における委員会の運営（付託予定議案、日程等）について 

    ⑵その他 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午前１０時５３分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○森本委員長 ちょっと２分ほど早いですけれども、

皆さんそろいましたんで、始めたいと思います。 

  本会議の終了後というか、お忙しいところお集

りありがとうございます。 

  今回は福祉教育常任委員会の今議会の対応など

を話し合っていきたいと思いますんで、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

  早速ですので、委員会の内容に入っていきたい

と思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎報告事項 

○森本委員長 まず、報告事項ということで、まず、

執行部の方から、狩野公民館多目的ホール地域再

生計画に係る令和２年度事業の検証についてとい

うことで、報告があるということですので、皆さ

んに聞いていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

  課長、どうぞ。 

○金子生涯学習課長 （狩野公民館多目的ホール地

域再生計画に係る令和２年度事業の検証について

報告。） 

○森本委員長 報告が終わりました。 

  委員の皆さんから、質疑などございましたらい

かがでしょうか。何か聞きたいことありますか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 これは、交付金で行ったということ

なんですけれども、この地域再生交付金、これは

この５年間で終了なわけなんでしょうか。 

○金子生涯学習課長 国の計画が５年間で完了でご

ざいます。 

○三本木委員 そうですか。 

  あともう一点、このいろんな企画をしたみたい

なんですけれども、その企画立案したメンバーと

いうのは、どんな人らがこれ、検証委員とはまた

別なんでしょうか。 

○金子生涯学習課長 検証委員会とは別でございま

す。地元のサークルであるとか、各種団体、あと

は公民館で主催となっている講座というのが、こ

ちらのほうの一覧のほうに記載されているところ

でございます。 

○森本委員長 そのほか質疑ございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思います。 

  部長から何かありますか。 

○後藤教育部長 特にございません。 

○森本委員長 分かりました。 

  これで、１番の狩野公民館多目的ホール地域再

生計画に係る令和２年度事業の検証についての報

告を終わりたいと思います。 

  ここで、執行部のほうには退席していただきま

すので、ありがとうございました。 

〔執行部退席〕 

○森本委員長 陳情第４号 新型コロナウイルス対

策に関する見直しを求める陳情書ということで、

先ほど本会議の中でもあったと思うんですけれど

も、本委員会に対する回付という形になっていま

すので、陳情の説明を、事務局から。 

○伊藤書記 （陳情第４号 新型コロナウイルス対

策に関する見直しを求める陳情書について報告。） 

○森本委員長 ありがとうございます。 

  これに関しましては、委員会回付ということな

んで、皆さんに目を通していただくということで、

この陳情に関しては終了という形になりますんで、

よろしくお願いいたします。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○森本委員長 続きまして、３番の協議事項に入っ

ていきたいと思います。 

  12月定例会議における委員会の運営についてを

事務局からお願いいたします。 

  事務局。 

○伊藤書記 （12月定例会議における委員会の運営

について説明。） 

○森本委員長 ありがとうございます。 

  本定例会議においての、審査の順番などを説明

いただきました。 

  事務局の説明のとおりでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議ないということで、事務局の案

のとおりにさせていただきたいと思います。 

  続きまして、⑵でその他になります。 

○森本委員長 （視察について。） 

○森本委員長 そのほか、ほかに何かここでやって

おきたいことはありますか。大丈夫ですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○森本委員長 ４番の大きいその他です。 

○森本委員長 （議会報告会について。） 

○森本委員長 そのほか何かございますか。４番、

大きいその他で。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 なければ、以上となります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○森本委員長 福祉教育常任委員会を終了いたしま

す。ありがとうございました。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午前１１時２０分 
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福祉教育常任委員会及び予算常任委員会（第二分科会） 

 

令和３年１２月７日（火曜日）午前１０時００分開会 

 

出席委員（９名） 

委 員 長 森 本 彰 伸  副 委 員 長 星 野 健 二  

委 員 三本木 直 人  委 員 林   美 幸  

委 員 小 島 耕 一  委 員 佐 藤 一 則  

委 員 大 野 恭 男  委 員 齋 藤 寿 一  

委 員 金 子 哲 也    

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

保健福祉部長 
兼 

福祉事務所長 
鹿  野  伸  二   

保 健 福 祉 部 
次 長 兼 
新 型 コ ロ ナ 
ウ イ ル ス 
感 染 症 対 策 
室 長 

粟  野  誠  一   

社会福祉課長 押 久 保     昭   
社会福祉課長 
補 佐 

二 ノ 宮  直  美   

社会福祉係長 戸 井 田  香  苗   地域共生係長 小  田  由 起 子   

障害福祉係長 金  子  春  美   保 護 係 長 渡  辺  英  俊   

高齢福祉課長 高  塩  浩  幸   
高齢福祉課長 
補 佐 兼 
高齢福祉係長 

大  木     聡   

介護認定係長 吉  冨  真 樹 子   地域支援係長 渡  邉  純  子   

国保年金課長 松  村  儀  久   
国保年金課長 
補 佐 兼 
管 理 係 長 

若 目 田  治  之   

国保年金係長 田  中  幸  子   

健康増進課長 
兼 黒 磯 保 健 
センター所長 
兼 西 那 須 野 
保健センター 
所 長 

相  馬     勇   

健康増進課長 
補 佐 兼 
健康増進係長 

倉  俣  久 美 子   保健予防係長 小  髙  久  美   
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健 康 増 進 係 
副 主 幹 

佐  藤  明  美   
西那須野保健 
センター所長 
補 佐 

根  本  カ  ヨ   

健 康 増 進 係 
副 主 幹 

金  山  富 美 恵   

新 型 コ ロ ナ 
ウ イ ル ス 
感 染 症 対 策 
室 長 補 佐 

礒     将  央   

新 型 コ ロ ナ 
ウ イ ル ス 
感染症対策室 
主 査 
（ 係 長 級 ） 

山  本  達  也   
子 ど も 未 来 
部 長 

田  代  正  行   

子 育 て 支 援 
課 長 

室  井     勉   
子 育 て 支 援 
課 長 補 佐 

亀  田  祐  子   

子 ど も 福 祉 
係 長 

染  谷  未  央   給 付 係 長 小  野  志  保   

総合支援係長 織  田  暢  子   

子ども・子育 
て総合センタ 
ー 所 長 
（ 任 期 付 ） 

菊  池  紀  男   

子ども・子育 
て総合センタ 
ー （ 発 達 支
援・ひとり親
担 当 ） 主 査 
（ 係 長 級 ） 

本  間     誠   保 育 課 長 佐  藤  知  子   

保育課長補佐 
兼 企 画 係 長 

渋  井  尚  子   管 理 係 長 平  田  篤  史   

管理係副主幹 安  藤  弘  美   給 付 係 長 長  岡  栄  治   

教 育 部 長 後  藤     修   教育総務課長 田  野     実   

教育総務課長 
補 佐 

岩  波  ひ ろ み   総 務 係 長 植  木     智   

給 食 係 長 波 多 腰  香  澄   
学 校 教 育 課 
参 事 兼 
学校教育課長 

田  﨑  建  文   

学 校 教 育 課 
副 参 事 

内  村  恵 美 子   

学校教育課長 
補 佐 兼 
学 校 支 援 
教 職 員 係 長 

岸  上  容  子   

学校指導係長 相  馬  浩  二   
学 校 み ら い 
係 長 

木  沢  宏  美   

児 童 生 徒 
サ ポ ー ト 
センター所長 
（ 任 期 付 ） 

印  南  伸  一   

児 童 生 徒 
サ ポ ー ト 
セ ン タ ー 
児童生徒係長 

井  上  芽 久 美   

生涯学習課長 金  子     嘉   
生涯学習課長 
補 佐 兼 
文化振興係長 

添  谷  弘  美   

生涯学習係長 興  野  和  人   青 少 年 係 長 角  田     晃   

那 須 野 が 原 
博 物 館 長 

松  本  裕  之   
那 須 塩 原 市 
図 書 館 
管 理 係 長 

伊  藤  俊  彦   
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黒磯公民館長 高 根 沢  寿  夫   
スポーツ振興 
課 長 

小  髙  裕  一   

スポーツ振興 
課 長 補 佐 兼 
管 理 係 長 

小  野  治  夫   
スポーツ振興 
係 長 

坂  和     薫   

国体推進課長 相  馬  智  子   
国体推進課長 
補 佐 兼 
総務企画係長 

佐  原  勝  美   

競技式典係長 大  島     彰   宿泊輸送係長 柏  原  智  幸   

 

出席議会事務局職員 

議 事 課 長 渡  邉  章  二   議事調査係長 佐 々 木  玲 男 奈   

書 記 伊  藤  奨  理     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔保健福祉部〕 

    ・保健福祉部長挨拶 

   〔社会福祉課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０４号 令和３年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号） 

   〔高齢福祉課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０４号 令和３年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号） 

    ・議案第８６号 令和３年度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

   〔国保年金課〕 

    ・議案第９７号 那須塩原市国民健康保険条例の一部改正について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０４号 令和３年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号） 

    ・議案第８４号 令和３年度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

    ・議案第８５号 令和３年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

   〔健康増進課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０４号 令和３年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号） 

   〔新型コロナウイルス感染症対策室〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 
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    ・議案第１０４号 令和３年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号） 

   〔子ども未来部〕 

    ・子ども未来部長挨拶 

   〔子育て支援課〕 

    ・議案第９６号 那須塩原市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部改正について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０４号 令和３年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号） 

   〔保育課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０４号 令和３年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号） 

   〔教育委員会事務局教育部〕 

   ・教育部長挨拶 

   〔教育総務課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０４号 令和３年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号） 

   〔学校教育課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０４号 令和３年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号） 

   〔生涯学習課〕 

    ・議案第９５号 那須塩原市文化会館等条例の一部改正について 

    ・議案第９９号 財産の無償譲渡について 

   〔スポーツ振興課〕 

    ・議案第１０２号 公の施設の指定管理者の指定について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０４号 令和３年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号） 

   〔国体推進課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０４号 令和３年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号） 

  ３．その他 

  ４．閉 会 

 

 



－45－ 

開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○森本委員長 皆さん、おはようございます。 

  こうやってマスクをしてアクリル板の後ろで話

をして常任委員会、間を取っての常任委員会とい

うのにも少しずつ慣れてきているところでありま

す。新型コロナウイルス感染症も、今、国内そし

て県内では大分落ち着きを見せていて、そんな大

きな広がりがない状況ではありますけれども、今、

オミクロン株というものが新たに出てきて、これ

がどのぐらい警戒すればいいのかというのがまだ

分からない状態ですね。分からないからこその警

戒という状態で、毒性が低かったりとか、もしか

したら感染力が強いのか、そういう部分もはっき

り分からない中でありますので、皆さんにおかれ

ましても、まだもうしばらくは警戒を続ける必要

があるのかなというふうに感じております。 

  そんな中、昨日、関東中学校駅伝大会が開催さ

れまして、本市から三島中学校が男子が４位、西

那須野中学校が20位、女子のほうで三島中学校女

子が24位ということで、大変すばらしい成績を上

げました。このコロナ禍の中、練習もなかなかま

まならない中、そうやって子供たちも成果を上げ

ているという部分もありますので、我々議会とし

ても、市民福祉の向上のために皆さんのお力を合

わせて、この常任委員会もしっかりと行っていき

たいと思いますので、御協力のほどよろしくお願

いいたします。 

  それでは、これからは着座にて進めさせていた

だきます。 

  ただいまから福祉教育常任委員会、予算常任委

員会第二分科会を開会いたします。 

  審査の日程及び審査順は、お手元に配付の次第

のとおりとします。 

  当常任委員会に付託された案件は、条例案件３

件、財産の無償譲渡案件１件、公の施設の指定管

理者の指定案件１件でございます。 

  予算常任委員会付託案件のうち、当分科会で審

査すべき案件は、補正予算案件４件であります。

これらの案件につきましては、関係所管課のとこ

ろで随時分科会に切り替えて審査を行います。 

  議案審査において討議すべき点がございました

ら、申し出てください。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査とと

もに円滑な進行への御協力をお願い申し上げます。 

  それでは、審査事項に入ります。 

  これより保健福祉部の審査に入ります。 

  初めに、保健福祉部長から御挨拶をお願いいた

します。 

  部長。 

○鹿野保健福祉部長 （挨拶。） 

○森本委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎社会福祉課の審査 

○森本委員長 ただいまから、社会福祉課の審査に

入ります。担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  社会福祉課については、福祉教育常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会第二分科会に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第104号 令和３年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 
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  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○押久保社会福祉課長 （議案第104号について説

明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 執行計画書の７ページです。３款民生

費、この中の中国残留邦人支援給付費の支援給付

医療ということですが、この支援給付になる要件

についてお伺いをいたします。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○渡辺保護係長 中国残留邦人支援給付費を受給す

る要件についての御質問ですが、こちらは戦後、

中国に残留して残ってしまって帰国できなかった

方が主な対象なんですが、昭和20年８月９日以降

に引き上げることがなくて、引き続き中国または

樺太の地域にお住まいだった方が日本に帰国して、

その後の生活のために受ける制度となっていまし

て、実際に日本人の方で中国、樺太にいた方と、

そのお子さんが対象となっています。 

○森本委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 それにつきましては理解したところな

んですが、今回これ２名分ということでよろしい

んでしたか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○渡辺保護係長 年度当初は３世帯５名の方が対象

でしたが、そのうち２名の方が入院されて１名が

お亡くなりになっております。そこの医療費に不

測の費用が発生したため、年度末に向けての医療

費が不足するので、今回補正を要求させていただ

いているという状況でございます。 

○森本委員長 そのほか質疑がございますでしょう

か。 

  三本木委員。 

○三本木委員 いや、全く佐藤委員と同じだったん

ですけれども、その中国残留邦人という意味合い

を聞きたかったんですけれども、今説明してもら

ったんで分かったんですけれども、もう一つ、国

のほうも同じだと思うんですけれども、社会保障

費というのかな、これがどんどん上がっていくと

いうようなことをよく聞くんですけれども、市の

社会福祉関係というのもやっぱりそのような状態

で増加しているんですか。割合ということが分か

ればですけれども。 

○森本委員長 社会福祉費全体で増えているかとい

うことでしょうか。 

○三本木委員 そう。一部でもいいですけれども。 

○森本委員長 課長、お願いします。 

○押久保社会福祉課長 一般的に扶助費と言われて

いるんですが、保護に係るものにつきましても、

最近で申せば、当然のことながらコロナ禍という

ところがございます。直接ではないにしても、そ

れに関わる生活困窮者に対する扶助費というのは

増えている状況にあります、家賃の補助であると

かですね。障害者福祉サービスについても同様の

ことが言えます。決算、今年９月の当委員会でも

御説明をさせていただいたかと思うんですが、特

に障害者福祉サービス給付こちらに関しては、毎

年毎年ほぼほぼ２億円程度増えていっているよう

な状況でございます。当然のことながら、介助者

の高齢化ですとか、あとはサービスを受けやすい

環境にあるというふうなものも一つ考えられるか

なというふうに思っているんですが、要するに、

サービスを提供する事業者のほうもそれなりに増

えてきたというところがございます。よろしいで

しょうか。 

○森本委員長 よろしいですか。 
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  林委員。 

○林委員 福祉相談支援システムのところに一般財

源が充てられるということだったんですが、この

福祉相談支援システムというのはどういうことな

のか教えていただきたいです。 

○森本委員長 課長。 

○押久保社会福祉課長 こちらの福祉相談支援シス

テムなんですが、庁内連携強化を目的としていま

して、様々な相談内容をストックしていくような

システムになります。過去にどのような相談を受

けたか、これは記録されていますので、基本的に

関係する各課で相談した際に、いついつ、こうい

った件で御相談しましたよねというようなことで、

要するに常々委員会等々で御説明させていただい

ているんですが、要は、課題を見逃さないように

するために各課で情報共有を図るためのシステム

と、簡単に言ってしまうとそういうようなシステ

ムになります。 

○森本委員長 林委員。 

○林委員 データベース上で共有できるものという

ところで間違いないですか。 

○森本委員長 課長。 

○押久保社会福祉課長 おっしゃるとおりです。 

○林委員 理解しました。 

○森本委員長 小島委員。 

○小島委員 10ページですか、生活保護費で、生活

保護の国庫負担金を返還すると、7,831万円とか

なり大きな額を返還するということですけれども、

これは生活保護費がある程度使われなかったため

に国へ返還するかと思いますけれども、今回のコ

ロナの関係とこの生活保護費の返還金というのは

どのような関係にあるかお伺いしたいと思います。 

○森本委員長 係長。 

○渡辺保護係長 償還金についてのコロナの影響と

いうところですが、扶助費、生活保護費自体とし

ては、ここ数年減少傾向にございます。特に昨年

度においては緊急事態宣言等ございましたので、

医療機関の受診控えが発生したものと考えていま

す。医療費が少なくなった、あとは活動量ですね、

生活上の活動量が減りましたので、介護サービス

の利用控えもあったものと考えています。そうい

った状況で、当初見込んでいた負担金よりも少な

い額で済んだのでお返しするというところですが、

決算上の負担金、頂戴した額が16億1,900万円ぐ

らいのところで今回お返しするのが7,800万円と

いうことで、率でいいますと４％ちょっとぐらい

の額になりますので、これはかなり緊迫した予算

の支出状況だというようなところにはございます。 

○森本委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 １ページの先ほど説明を受けた社会福

祉費補助金、先ほど林委員がお尋ねをしていまし

たけれども、福祉相談システムで７月に補助対象

とならないことが分かったということなんですが、

これは国のほうの関係なのか、それとも本市の計

算上のものによってこの返還が生まれてしまった

のかというのをお聞きしたいと思います。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○押久保社会福祉課長 こちらにつきましては、昨

年度予算措置をする際においても、栃木県に確認

済みです。ですから、当初から問題なかったはず

なんですが、ですから再三にわたって、今年度に

入ってからも県のほうから国に対して働きかけは

していただいたんですが、結果として対象として

認めてもらえなかったと。 

○森本委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 そうすると、当初予算では、この部分

は問題ないということで県の指導を受けていたん

ですけれども、７月になったら国のほうからこれ

は対象ではないよということが分かって、県のほ
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うも国のほうに話をしていただいたわけなんです

が、結局この部分に関しては242万円に関しては

返還しなきゃならないということが決定したと。 

  先ほど、金額は違うんですよね、その経費分の

一般財源的なものが、要するに本市の負担額とな

ってしまうということでよろしいんですよね。そ

の辺は、そういうものが生まれてしまったらしよ

うがないんですけれども、その負担額をもう一度

金額をお知らせください。 

○森本委員長 課長。 

○押久保社会福祉課長 システムに係る導入経費で

すね、こちらが325万6,000円、こちらを計上して

おりました。そのうちの75％、これが当初、長い

名前なんですが、重層的支援体制整備事業への移

行準備事業補助金ということで244万2,000円、こ

ちらを見込んでおったところなんですが、これが

丸々補助金ではなくて、市の一般財源で充てると

いうことになったということです。 

○森本委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 そうすると、今回の返還に関しては、

市の、言葉が適当かどうか分かりませんが、落ち

度ではなくて、県の指導もあって、この部分を国

の国庫補助という部分がなくなったということで、

本市においてはそういう部分は全くなかったとい

う理解でよろしいんでしょうか。 

○森本委員長 課長。 

○押久保社会福祉課長 そのとおりとなります。こ

の件に関しましては、当然のことながら財政課の

ほうとも事前に打合せをさせていただいて、当然、

我々に落ち度があったとなると、そもそも、この

導入というのがどうなるのかというふうなことに

なってしまいます。財政課さんのほうとも協議を

させていただいて、やむなしと、一般財源を充て

ましょうということで協議のほうは終わらせてい

ただいております。 

○森本委員長 そのほか質疑はございますでしょう

か。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  社会福祉課の審査は以上となります。 

  ここで、暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１０時３２分 

 

再開 午前１０時３８分 
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○森本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎高齢福祉課の審査 

○森本委員長 ただいまから高齢福祉課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  高齢福祉課については、福祉教育常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会第二分科会に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第104号 令和３年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○高塩高齢福祉課長 （議案第104号について説

明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点あるいは委員からの意見は

ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８６号の説明、質疑、討

論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第86号 令和３年度

那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第３号）

を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○高塩高齢福祉課長 それでは、議案第86号 令和

３年度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第

３号）につきまして御説明申し上げます。 

  今回の補正予算は、人件費の不足額の調整及び

国庫支出金の確定に伴う財源調整について必要な

予算措置を行うものでございます。 

  歳入歳出それぞれ110万円を追加し、令和３年

度介護保険特別会計予算総額を96億9,314万3,000
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円とするものでございます。 

  なお、歳出予算につきましては、職員給与費の

増額補正のみでございますので、こちらは総務課

の所管となっております。ここでの説明は割愛と

させていただきます。 

  それでは、令和３年度12月補正予算執行計画書、

介護保険特別会計（第３号）により歳入予算の補

正内容について御説明申し上げます。 

  ５ページをお開きください。 

  初めに、２款の国庫支出金になります。 

  ２項９目介護保険災害臨時特例補助金で33万

8,000円を増額計上しております。この補助金に

つきましては、東日本大震災で被災された方の介

護保険料の減免に要する費用に対し、財政支援と

して交付されるものです。補助率は10分の２でご

ざいます。 

  次に、６款の繰入金です。 

  １項５目その他一般会計繰入金、職員給与費等

繰入金で110万円を増額計上しております。職員

給与費の不足分の受入れとなります。 

  続いて、２項１目介護保険財政調整基金繰入金

で33万8,000円を減額計上しております。先ほど

御説明いたしました２款２項９目の介護保険災害

臨時特例補助金の確定に伴い、財源の組替えを行

うものでございます。 

  説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定

くださいますようお願い申し上げます。 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑のある方はいらっしゃいますか。 

  小島委員。 

○小島委員 ５ページの介護保険の災害臨時特例補

助金ということで、もう東日本大震災から10年を

過ぎているということで、この補助金というのは

何年まで続けられるものですか、お伺いしたいと

思います。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○高塩高齢福祉課長 この補助金がいつまでという

ところは、まだ国のほうから示されていませんけ

れども、平成26年度からこちらの補助金が創設さ

れてございます。当時は10分の10ということだっ

たんですが、経過措置が設けられまして現段階で

10分の２まで下がってきているということです。 

○小島委員 分かりました。 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点あるいは委員からの意見は

ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第86号 令和３年度那須塩原市介護保険特

別会計補正予算（第３号）は原案のとおり可決す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第86号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  高齢福祉課の所管の審査事項は以上となります。 
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  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１０時４８分 

 

再開 午前１０時５０分 

 

○森本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎国保年金課の審査 

○森本委員長 ただいまから国保年金課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９７号の説明、質疑、討

論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第97号 那須塩原市

国民健康保険条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○松村国保年金課長 （議案第97号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 出産育児一時金支給事業、40万4,000

円から40万8,000円に増やすと、そしてまたこれ

までの上限を１万6,000円を１万4,000円に下げる

というようなことで、非常に市民にとってはいい

ことなのかなと思うんですけれども、こういうふ

うにできる理由のところをお伺いしたいと思いま

す。 

○森本委員長 課長。 

○松村国保年金課長 こちらのほうは先ほど冒頭で

説明いたしましたが、令和２年12月23日に社会保

障審議会医療保険部会の論議の整理ということが

行われまして、こちらについては総支給額42万を

維持するということになりましたので、支給額を

上げまして、そして掛金相当額を下げて42万を維

持するということでございます。 

  以上です。 

○森本委員長 小島委員。 

○小島委員 具体的には、国の制度改正で今回、市

もそれに併せて改正したということで理解してよ

ろしいんでしょうか。 

○森本委員長 課長。 

○松村国保年金課長 そうでございます。 

○森本委員長 そのほか質疑はございますでしょう

か。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第97号 那須塩原市国民健康保険条例の一

部改正については、原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第97号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○森本委員長 続きまして、福祉教育常任委員会を

予算常任委員会第二分科会に切り替え、審査を行

います。 

  それでは、議案第104号 令和３年度那須塩原

市一般会計補正予算（第９号）を議題といたしま

す。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○松村国保年金課長 （議案第104号について説

明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８４号の説明、質疑、討

論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第84号 令和３年度

那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○松村国保年金課長 （議案第84号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 
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  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第84号 令和３年度那須塩原市国民健康保

険特別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり

可決すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第84号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８５号の説明、質疑、討

論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第85号 令和３年度

那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○松村国保年金課長 （議案第85号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第85号 令和３年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２号）は、原案のとお

り可決すべきものとすることに異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第85号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  国保年金課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで、暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１１時０４分 

 

再開 午前１１時１８分 

 

○森本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎健康増進課の審査 

○森本委員長 ただいまから健康増進課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○森本委員長 健康増進課については、福祉教育常

任委員会に対する付託案件がありませんので、予

算常任委員会第二分科会に切り替え、審査を行い

ます。 

  それでは、議案第104号 令和３年度那須塩原

市一般会計補正予算（第９号）を議題といたしま

す。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○相馬健康増進課長 （議案第104号について説

明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  小島委員。 

○小島委員 執行計画書の10ページの保健衛生総務

費で278万3,000円ということで、健康診断の標準

化とか情報連携システムということでマイナンバ

ーをそこに組み込むということでございますけれ

ども、具体的にマイナンバーを組み込むことによ

ってどのようなサービスの向上につながるのか、

お伺いしたいと思います。 

○森本委員長 課長。 

○相馬健康増進課長 健診とか予防接種とかござい

ますけれども、基本的な情報をマイナンバーを持

っている方についてはマイナポータルで確認がで

きるということでございます。 

  例えば健診の数値とか結果は分かりますけれど

も、細かな病院の先生方の所見、そういうものは

見られませんけれども、ある程度、最低限のもの

は確認できるということでございます。あとは、

予防接種の記録も、日にちでいつどういうワクチ

ンのロットでとかそういう確認はできるようにな

ってきます。 

  今大きくはまだマイナンバーが普及が進んでい

ませんので、持っている方は確認できますけれど

も、あと今整備しているのは自治体間の連携です。

自治体間の連携について、例えば転出されてそち

らで確認する場合のために、過去の記録を確認す

るために自治体間の連携ということでそれの整備

を今進めているところでございます。 

  今回については、これまでに整備ができたもの

のほかに新たに追加されるものを追加していくと

いうようなことで、整備をしているところでござ

います。 

  以上です。 

○森本委員長 小島委員。 

○小島委員 今ワクチンの接種の証明と言うわけじ

ゃないですけれども、いろいろな形でワクチン接

種をあれしていますけれども、そういうような情

報提供というのはどのような形になるのか、ちょ

っとお伺いしたいと思います。 

○森本委員長 答弁求めます。 

  課長。 

○相馬健康増進課長 すみません、予防接種で市で

全般にやっていますけれども、マイナンバーに乗

ってこないのがおたふく風邪、風疹、高齢者肺炎

球菌は乗ってこないんです。 

  コロナにつきましては、予防接種法の臨時接種
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としてしているんですけれども、今行っているマ

イナンバーの記録では今の段階では乗ってこない

というような状況になってございます。 

○森本委員長 そのほか質疑はございますでしょう

か。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  健康増進課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで、暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１１時２９分 

 

再開 午前１１時３１分 

 

○森本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎新型コロナウイルス感染症対策

室の審査 

○森本委員長 ただいまから新型コロナウイルス感

染症対策室の審査に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○森本委員長 新型コロナウイルス感染症対策室に

ついては、福祉教育常任委員会に対する付託案件

がありませんので、予算常任委員会（第二分科会）

に切り替え、審査を行います。 

  それでは、議案第104号 令和３年度那須塩原

市一般会計補正予算（第９号）を議題といたしま

す。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  室長。 

○粟野新型コロナウイルス感染症対策室長 （議案

第104号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 10ページ、４款衛生費の中の新型コロ

ナウイルス感染症対策費4005事業の新型コロナウ

イルス感染症見舞金に1,000万円なんですけれど

も、この詳細内容についてお伺いをいたします。 

○森本委員長 室長。 
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○粟野新型コロナウイルス感染症対策室長 それで

は、現状を説明させていただきます。 

  まず、今回、当初予算で20人分の見舞金の100

万円を計上させていただいておりました。 

  その後９月補正においても、感染者が増えたと

いうところでさらに60人分、300万円で、トータ

ル400万円計上いたしましたが、その後急速に感

染者が増えてまいりました。それで予算が不足し

たというところで、200人分の見舞金を見込んだ

というところでありまして、この補正予算の前に

既に申請が80件ほどありましたので、今回、補正

予算をいただいたときにはその80人分をお支払い

して、この後、やはり感染の拡大が見込まれると

いう場面が予測されますので、それとして120人

分ということで、トータル今回200人分の1,000万

ということで計上させていただいたところでござ

います。 

○森本委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 そうしますと、感染された方に金額に

ついては一律ということでよろしいんですか。 

○森本委員長 室長。 

○粟野新型コロナウイルス感染症対策室長 そのと

おりでございまして、１人に対して１回５万円と

いうことで支給しているものでございます。 

○森本委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 そうすると、１回５万円ということな

んですけれども、過去には複数回、罹患されたと

いう例もあるんですか。 

○森本委員長 室長。 

○粟野新型コロナウイルス感染症対策室長 過去に

は２回申請ということはございません。１回限り

ということでございますし、そういうこともござ

いませんでした。 

○森本委員長 そのほか質疑はございますでしょう

か。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ここで、副委員長に進行を代わりま

す。 

○星野副委員長 代わります。 

  委員長。 

○森本委員長 7001事業のほうでちょっと幾つかお

聞きしたいんですけれども、保険料ということで

医師・看護師の傷害保険ということで入っている

んですけれども、この傷害保険というのは医師と

看護師だけ入れればいいものなんですか。ほかの

スタッフとかそういう部分にはかからないのかを

お聞きします。 

○星野副委員長 執行部。 

○山本主査 保険料につきましては、医師と看護師

を対象に加入しているものでございます。そのほ

かのスタッフにつきましては人材派遣等の会社の

ほうで入っているところですので、医師と看護師

のみということになります。 

○星野副委員長 委員長。 

○森本委員長 それと、ＡＥＤなんですけれども、

３台導入するということなんですけれども、過去

にＡＥＤを使用するような事例というのはあった

のか、お聞きしたいんですけれども。 

○星野副委員長 執行部。 

○山本主査 これまでにＡＥＤを使用するというケ

ースはございませんでした。 

○星野副委員長 ここで、委員長に進行を代わりま

す。 

○森本委員長 それでは、そのほか質疑のある方。 

  林委員。 

○林委員 7001事業の中で委託とあるんですが、こ

の委託をどちらに委託をしているのか教えてくだ

さい。 

○森本委員長 答弁求めます。 

  室長。 
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○粟野新型コロナウイルス感染症対策室長 委託料

の関係でしょうか。たくさん種類がございますが、

どの部分で。 

○森本委員長 林委員。 

○林委員 医師・看護師の委託というところですか、

お願いします。 

○森本委員長 室長。 

○粟野新型コロナウイルス感染症対策室長 医師・

看護師ということですが、こちらは集団接種会場

で接種する地域のこの地区の医師会のほうにまと

めて委託しまして、医師会のほうで各会場にどの

先生が行くかというのを割り振っていただいてい

ます。なので、相手先は医師会ということになり

ます。 

○森本委員長 林委員。 

○林委員 人材の確保は医師会が取りまとめている

というところの認識で間違いないですか。 

○森本委員長 室長。 

○粟野新型コロナウイルス感染症対策室長 接種会

場、いろいろな方が御協力いただいておりますが、

そのうち医師と看護師についてのみ医師会に委託

しておりまして、そのほか会場でのスタッフは人

材派遣のほうからの委託になりますので、ちょっ

と分けて進めてございます。 

○森本委員長 林委員。 

○林委員 分かりました。 

○森本委員長 そのほか質疑はございますでしょう

か。 

  小島委員。 

○小島委員 7001事業、新型コロナウイルスのワク

チン予防接種についてお伺いしたいと思うんです

けれども、これまでに12歳以上で八十数％だった

と思うんですけれども、今回のやつは対象者は何

人想定して予算を組んだのか、伺いしたいと思い

ます。 

○森本委員長 室長。 

○粟野新型コロナウイルス感染症対策室長 まず、

12歳以上で接種した方が９万2,657人ということ

なんですが、そのうち今回は追加接種の対象が18

歳以上になります。そこですので、おおむね８万

8,000人ぐらいの方に接種するということでの基

本的な予算組みでございます。 

○森本委員長 小島委員。 

○小島委員 そうすると、１回目も接種していない

という方、それに対しては今回の接種については

全くしないというふうに見ているのか、それとも

それでも接種させるというふうに見ているのか、

どちらのほうを対象にしているのか、お伺いした

いと思います。 

○森本委員長 室長。 

○粟野新型コロナウイルス感染症対策室長 12歳以

上で未接種の方の対応ということでよろしいでし

ょうか。 

  それにつきましては、個別の市内の医療機関、

今４医療機関において別に受付をしていただいて

接種できる機会を設けてございますので、今回の

追加接種とはちょっと切り離してオペレーション

は行っております。 

○森本委員長 小島委員。 

○小島委員 あともう一つ、12歳以下です、これに

対してこの予算には入っていないんだと思います

けれども、現在どのような考え方で動いているの

か、ちょっとお伺いしたいと思うんですけれども。 

○森本委員長 室長。 

○粟野新型コロナウイルス感染症対策室長 こちら

につきましては、国のほうで今議論されていると

いうところなので、私どものほうでは情報あるも

のとしては11月16日でございましたが、厚生労働

省から、そのような国のほうでの議論をされてい

るので、具体的には２月以降に接種できるような
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準備を行ってくださいという段階でしか私どもの

ほうの状況はございませんので、そんなことでご

ざいます。 

○森本委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 同じく11ページの新型コロナウイルス

ワクチン接種費の中の印刷製本費の中に予診票・

接種済証というのがあるんですけれども、これの

説明をお願いしたいと思います。 

○森本委員長 接種済証がどういうものかというこ

とでいいですか。 

○齋藤委員 そうです。 

○森本委員長 主査。 

○山本主査 接種済証ですが、こちらは委託してい

る業者ＴＫＣになりますが、こちらのほうで発行

する用紙の印刷代ということで計上しているとこ

ろですが、実際はＡ４の普通の用紙に印刷ができ

るということになりましたので、もしかするとこ

れは使わなくてもというところもあるんですが、

当初はＴＫＣの用紙を使うということで業者のほ

うからは示されておりましたので、予算のほうは

計上させていただいておりました。 

○森本委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 そうすると、第１回、第２回目の接種

をされた方、我々もしたんですけれども、Ａ４の

用紙の最後に１回目、２回目というああいうもの

と同じということで理解してよろしいんでしょう

か。 

○森本委員長 室長。 

○粟野新型コロナウイルス感染症対策室長 そのと

おりでございます。 

○森本委員長 そのほか質疑ある方いらっしゃいま

すか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  新型コロナウイルス感染症対策室所管の審査事

項は以上となります。 

 ここで、暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１１時４９分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○森本委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開い

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎子ども未来部の審査 

○森本委員長 これより、子ども未来部の審査を行

います。 

  初めに、子ども未来部長から御挨拶をお願いい

たします。 

  部長。 

○田代子ども未来部長 （挨拶。） 

○森本委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子育て支援課の審査 

○森本委員長 ただいまから、子育て支援課の審査

に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９６号の説明、質疑、討

論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第96号 那須塩原市

重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部改

正についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○室井子育て支援課長 （議案第96号について説

明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 今の説明で、今回、重度心身障害者に

精神障害者の部分を追加して入れる、第４号が追

加されるということなんですけれども、この条文

の中に、第６条第３項に定める１級と認定される

者ということなんですが、ちょっと教えていただ

きたいんですが、日常生活の用を弁ずることを不

能ならしめる程度のものというのが多分この条文

の項だと思うんですが、これについてちょっと教

えていただきたい。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○室井子育て支援課長 こちらにつきましては、議

員御指摘のとおり日常生活の用を弁ずることを不

能ならしめる程度ということになりますので、か

なり重度の方ということになりますので、この文

章から行きますと、日常会話がちょっと成り立た

ないような、そういった程度の方というふうな障

害者の方というふうに思っていただければいいか

と思います。 

○森本委員長 よろしいですか。 

  そのほか質疑のある方いらっしゃいますか。 

  すみません、ここで副委員長に進行を代わりま

す。 

○星野副委員長 それでは、委員長。 

○森本委員長 すみません、この１級と認定された

者であることということで条文が追加になったと

いうことなんですけれども、それによって市内で

どのくらいの人たちがこの対象になって、なるの

かというのは分かりますか。 

○星野副委員長 執行部。 

○室井子育て支援課長 こちらにつきましては、栃

木県のほうでちょっと示したデータでございます

けれども、令和３年４月１日現在で１級の手帳を

持っている方については155人ということでござ

います。 

○星野副委員長 ここで、進行を委員長に代わりま

す。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい
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ますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員会からの意見はご

ざいますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第96号 那須塩原市重度心身障害者医療費

助成に関する条例の一部改正については、原案の

とおり可決すべきものとすることに異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第96号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  続きまして、福祉教育常任委員会を予算常任委

員第二分科会に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第104号 令和３年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○室井子育て支援課長 （議案第104号について説

明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員会から意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 
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  よって、議案第104号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  子育て支援課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時１８分 

 

再開 午後 １時２１分 

 

○森本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保育課の審査 

○森本委員長 ただいまから保育課の審査に入りま

す。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  保育課については、福祉教育常任委員会に対す

る付託案件がありませんので、予算常任委員会第

二分科会に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第104号 令和３年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○佐藤保育課長 （議案第104号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

  小島委員。 

○小島委員 ９ページの保育総務費で、令和２年度

子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助

金精算ということで、事業が何かできなかったと

いうような話がありましたけれども、具体的にど

んな事業だったのか。そして、結果的にはどうな

ったのかちょっとお伺いしたいと思うんですけれ

ども。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○佐藤保育課長 コロナのために中止となった事業

につきましては、保育の質の向上のための研修と

いうことで、民間保育園も含めました保育士等へ

の質の向上のための研修会を予定していたところ

です。 

  もう１点が、就業継続の支援事業ということで、

潜在保育士の就職支援のための講座ということで

開催を予定していたところ、中止となったもので

ございます。 

  以上です。 

○森本委員長 よろしいですか。 

  そのほか質疑はございますでしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した
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いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  保育課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 １時３０分 

 

再開 午後 １時３７分 

 

○森本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育委員会事務局教育部の審査 

○森本委員長 これより、教育委員会事務局教育部

の審査を行います。 

  初めに、教育部長から御挨拶をお願いします。 

  部長。 

○後藤教育部長 （挨拶。） 

○森本委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育総務課の審査 

○森本委員長 ただいまから、教育総務課の審査に

入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  教育課については、福祉教育常任委員会に対す

る付託案件がありませんので、予算常任委員第二

分科会に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第104号 令和３年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○田野教育総務課長 （議案第104号について説

明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑のある方いらっしゃいますか。 

  小島委員。 

○小島委員 歳入のほうの３ページで、すごいぞと

ちぎの農業地産地消学校給食ということで補助金

が入るわけですけれども、具体的に、この地産地

消学校給食、実際にはもう既にある程度やってい

ると思うんですけれども、この補助金が入ること

によって、学校給食で何かイベントか、それとも

地元の食材を利用しているとか、そういうことを

どんなふうに考えているのかお伺いしたいと思い

ます。 

○森本委員長 課長。 

○田野教育総務課長 今回、１人当たり180円とい

うことで助成をいただけるということになってご

ざいます。 

  年度が始まりまして、４月の時点でこの要望調
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査が行われてございます。そのような中、交付の

申請が９月に行い、最終的には決定が10月になっ

たというところです。 

  そのような中で、時期的なものを考えてみます

と、地産地消という中で地産の部分ですけれども、

これからできますれば考えておりましたのが、那

須塩原市産の春菊とか、そうですね、春菊になっ

てくるのかなと思うんですけれども、12月の献立

という中でおひたしですとか、ゴマ和えだとかと

いうところで考えていくというようなところで今

検討しているところです。 

  春菊だけではなくて、実際には年度の当初から

キャベツだったりとか、キュウリだったり、ジャ

ガイモだったりというところで地産のものを扱っ

た中での給食を考え、また、その部分については、

生産者の方々、それから消費者、特に子供たちと

いうところで交流を深めながら、給食提供してい

るというところですが、いかんせん、昨年、今年

とコロナの中で、そういった直接的な交流ができ

ていないというのがありますが、給食の献立なん

かを使いながら、子供たち、そして家庭というこ

とで、地産地消という部分につきまして周知を行

っているというところでございます。 

○森本委員長 そのほか。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 15ページの10款教育費、一番最後の暖

房用燃料ということなんですけれども、これにつ

いては、エアコンで足らない部分を補うための器

具ということでよろしいんですか。 

○森本委員長 課長。 

○田野教育総務課長 冬場の暖房というところで、

今までにつきましては、エアコンだけという場合

は、エアコンで暖房をとっていたわけですけれど

も、今回、コロナという中で、換気を常時させて

いただいているところです。特に去年からスター

トしたという中で、去年が初めてだったので、そ

の辺で実績が出た中で、今回、追加のお願いをす

るものでございますけれども、御質問いただきま

した、基本的には補うと、ＦＦ式の暖房機で補う

というところでの対応になってございます。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  教育総務課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 
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休憩 午後 １時５３分 

 

再開 午後 ２時１５分 

 

○森本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎学校教育課の審査 

○森本委員長 ただいまから学校教育課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  学校教育課については、福祉教育常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会第二分科会に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第104号 令和３年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○田﨑学校教育課参事兼学校教育課長 （議案第

104号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

  小島委員。 

○小島委員 今、御説明ありました小中学校ＩＣＴ

事業費のオンライン学習ドリル兼授業支援ソフト、

今回は支出しないということでございますけれど

も、この後にこれと同じようなソフトを入れる予

定なんでしょうけれども、いつ頃入れていくのか。

そして、このソフトとどこがどう違うのかちょっ

とお伺いしたいと思うんですけれども。 

○森本委員長 課長。 

○田﨑学校教育課参事兼学校教育課長 私の説明が

十分でなかったと思います。改めて御説明いたし

ますけれども、昨年度、いわゆる今年度の予算を

考えるに当たって、４月から入れるという形で予

算を考えておりました。しかしながら、２月にな

りまして、９月に我々が最初に想定していたソフ

トよりもいいものが出るという情報が入りました

ので、９月から入れたということでございまして、

今回、４月から８月末日まで、この期間の分が減

額になるというところでございます。なので、９

月からは、学習支援ソフトはもう導入しておりま

して、子供たちは使っている状態でございます。 

○森本委員長 ４月から８月まで使わなかったとい

うことですね。 

○田﨑学校教育課参事兼学校教育課長 そうです。 

○森本委員長 よろしいですか。 

○小島委員 分かりました。 

○森本委員長 三本木委員。 

○三本木委員 868万5,000円という数字だったと思

うんですけれども、使用料だけでこんなにするん

ですか。 

○森本委員長 します。 

○三本木委員 こんなに。 

○森本委員長 普通です。 

○三本木委員 分かりました。 

○森本委員長 そのほかありますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入
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ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  学校教育課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時２２分 

 

再開 午後 ２時２５分 

 

○森本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生涯学習課の審査 

○森本委員長 ただいまから生涯学習課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９５号の説明、質疑、討

論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第95号 那須塩原市

文化会館等条例の一部改正についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○金子生涯学習課長 （議案第95号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第95号 那須塩原市文化会館等条例の一部
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改正については原案のとおり可決すべきものとす

ることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第95号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９９号の説明、質疑、討

論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第99号 財産の無償

譲渡についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○金子生涯学習課長 （議案第99号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 それでは、この施設は、御存じのとお

り、平成６年ですから、合併前の塩原町の時代に

造った施設であって、資料館としてさきの議会で

廃止ということで、民間にお貸しするという部分

で、今回また新たに無償譲渡ということで、あの

建物を議会の中でも非常に残してほしいという意

見があったりなんかしながらやっていただくのは

非常に観光地としてはありがたいことであります。 

  今回、無償譲渡もいいというふうに思うんです

けれども、先ほど課長の説明にあったように、こ

この建物は市で造ったものなんですが、土地は借

用していたということで、その84万円ほどの借地

料というんですか、かかっていたということなん

ですが、今度の無償譲渡によって、その辺の使途、

土地の所有者との話合いというのはきちっとでき

ているわけなんですか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○金子生涯学習課長 まず、土地の所有者の方につ

きましては、市のほうとしましても、こういった

案件がございますということでお知らせのほうを

させていただいておりまして、御了承のほうを得

ているところでございます。 

○森本委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 そうすると、当然、今度新たに受ける

特定非営利法人関谷もみじの郷の方々と土地所有

者が新たに契約を結ぶという形で、その土地借用

に関しては、市は全く削除になるという解釈でよ

ろしいんですね。 

○森本委員長 課長。 

○金子生涯学習課長 委員の仰せのとおりでござい

ます。 

○森本委員長 そのほか質疑はございますでしょう

か。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの御意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第99号 財産の無償譲渡については原案の

とおり可決すべきものとすることに異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第99号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  生涯学習課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３５分 

 

再開 午後 ２時３９分 

 

○森本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎スポーツ振興課の審査 

○森本委員長 ただいまからスポーツ振興課の審査

に入ります。担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０２号の説明、質疑、

討論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第102号 公の施設

の指定管理者の指定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○小髙スポーツ振興課長 （議案第102号について

説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 今、課長の説明で、るる理解をしたと

ころなんですが、今回、小計点数では両者要求を

60％を超えて対象であったということで、さらに、

３の管理経費の削減ということで、指定管理料額

が、この配点が大分大きく違っているというとこ

ろなんですが、これって指定管理料の、その提案

額というのは幾らぐらいだったのか、お知らせ願

いたい。 

○森本委員長 課長。 

○小髙スポーツ振興課長 指定管理料の提案額です

が、まず、市のほうで提案をした上限額としまし

ては、４年間で４億4,232万8,000円でございまし

た。 

  これに対する２社のほうの提案額としましては、

株式会社極東体育施設は３億7,494万8,000円、も

う１業者、Ａ事業者につきましては４億3,136万

円という提案額でございました。 

○森本委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 了解をいたしました。 

  今回、またさらに受けていただいた株式会社極

東体育施設の企業さんは、グラウンドの使用名、

何でしたっけ、ネーミングライツにも応募してい

ただいて、実績ある会社でありますので、また今

後ともうまくやっていただけるんだろうというふ

うに思いました。 

  以上です。 

○森本委員長 そのほか、質疑ございますでしょう

か。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 
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  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第102号 公の施設の指定管理者の指定に

ついては原案のとおり可決すべきものとすること

に異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第102号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○森本委員長 続きまして、福祉教育常任委員会を

予算常任委員会第二分科会に切り替え、審査を行

います。 

  それでは、議案第104号 令和３年度那須塩原

市一般会計補正予算（第９号）を議題といたしま

す。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○小髙スポーツ振興課長 （議案第104号について

説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  スポーツ振興課所管の審査事項は以上となりま

す。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時５０分 
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再開 午後 ２時５５分 

 

○森本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎国体推進課の審査 

○森本委員長 ただいまから国体推進課の審査に入

ります。担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○森本委員長 国体推進課については、福祉教育常

任委員会に対する付託案件がありませんので、予

算常任委員会第二分科会に切り替え、審査を行い

ます。 

  それでは、議案第104号 令和３年度那須塩原

市一般会計補正予算（第９号）を議題といたしま

す。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○相馬国体推進課長 （議案第104号について説

明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 先ほどの説明の馬運車駐車場なんです

けれども、今回、その地方競馬教養センターのほ

うで建て替え工事をしている残土を置いていると

いうところで工事ができなくて、令和４年度にな

るということで、工事は３か月かかるんですか。 

○森本委員長 課長。 

○相馬国体推進課長 もともとの工事までに準備の

期間とかを合わせまして３か月ということなので、

工事が始められるのは２月末以降なんですけれど

も、それまでの間に入札か何か手続を進めており

まして、そこから工事をしていきたいと思ってお

ります。 

○森本委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 了解しました。 

  そうすると、当然、先ほど課長の説明では、大

会当日には、もう全然問題なく完了していて、こ

の65台分で、もちろん足りるという整備でよろし

いんですよね、もともと。 

○森本委員長 課長。 

○相馬国体推進課長 もともと予定していた台数で

足りるということで考えております。 

  今のところ、馬が来る予定が、170頭ぐらいの

馬が来る予定をしておりまして、１台当たり３頭

ぐらいは乗れるかということで想定しております

ので、十分足りると考えております。 

○森本委員長 そのほか、質疑のある方いらっしゃ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 討論はございますか。 
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〔発言する人なし〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  国体推進課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ３時０４分 

 

再開 午後 ３時０６分 

 

○森本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○森本委員長 それでは、次第３、その他に入りま

す。 

  委員の皆さんから何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 事務局から何かありますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 それでは、次第３、その他を終了し

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○森本委員長 以上で委員会の議事日程は全て終了

いたしました。 

  本委員会の審査報告書は本職が作成し、議長に

提出いたしますので、御一任くださるようお願い

いたします。 

  これをもちまして、福祉教育常任委員会を閉会

いたします。 

  大変お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ３時０７分 
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